
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

供
用
開
始
の
区
間

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

三　

供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
五
百
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

１

目　
　
　
　
　
次

ペ
ー
ジ
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

三　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
蟹
沢
地
区
経

営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
区
画
整
理
）
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
四

日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
秋
田
市
役
所

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
能
代
地
区
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

道
路
の
種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　

間

一
般
国
道　

百
五
号

北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
渡
字
鳥
坂
一
番

三
地
先
か
ら
二
三
番
七
地
先
ま
で

北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
渡
字
鳥
坂
七
八

番
二
地
先
か
ら
五
六
番
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

屋
布
沖
田
面
線

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢
字
上
ノ
山
下
タ
一
六
五
番
一
地
先
か
ら
二
二
番
一
地
先

ま
で

五
・
〇
〇
～
一
一
・
五
〇

〇
・
一
二
五

新

屋
布
沖
田
面
線

Ａ

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢
字
上
ノ
山
下
タ
一
六
五
番
一
地
先
か
ら
二
二
番
一

地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
一
一
・
五
〇

〇
・
一
二
五

Ｂ
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢
字
上
ノ
山
下
タ
三
四
番
一
か
ら
二
三
番
ま
で

三
・
〇
〇
～
一
一
・
〇
〇

〇
・
一
〇
四

一　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

　
　
告　
示

○
基
本
測
量
実
施
の
通
知
（
五
〇
三
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
の
供
用
開
始
（
五
〇
四
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
五
〇
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農

　

林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局

　

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
号

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
実
施

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

作
業
の
種
類

　

㈠　

基
本
測
量
（
精
密
測
地
網
高
精
度
三
次
元
測
量
）

　

㈡　

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
へ
の
標
高
取
付
水
準
測
量
）

二　

作
業
を
行
う
地
域

　

㈠　

横
手
市

　

㈡　

横
手
市
、
湯
沢
市
、
由
利
本
荘
市
、
雄
勝
郡
羽
後
町
及
び
東
成
瀬
村

三　

作
業
を
行
う
期
間

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日
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の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

八
峰
町
峰
浜
石
川
字
小
林
二
百
一
番
地　
　
　
　
　
　
　

薩
摩　

勝
幸

　
　

〃　
　

〃　
　
　

字
石
川
四
百
九
十
八
番
地　
　
　
　
　

米
森　
　

満

　
　

能
代
市
久
喜
沢
字
久
喜
沢
七
十
三
番
地　
　
　
　
　
　
　

大
髙　

昭
春

　
　

〃　
　

槐
字
四
日
市
四
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

齊
藤　

勇
穗

　
　

〃　
　

常
盤
字
町
辺
九
十
二
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　

幸
坂　

幹
雄

　
　

〃　
　

荷
八
田
字
合
ノ
野
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
髙　
　

貢

　
　

〃　
　

朴
瀬
字
家
後
三
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
尾　
　

弘

　
　

〃　
　

落
合
字
中
大
野
台
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田　
　

誠

　
　

〃　
　

磐
字
栗
山
四
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷　

重
春

　
　

〃　
　

須
田
字
下
台
十
六
番
地
六　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
谷　
　

勇

　
　

〃　
　

字
大
内
田
七
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
山
喜
代
夫

　
　

〃　
　

浅
内
字
浜
浅
内
五
十
一
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

平
川　

正
幸

　
　

〃　
　

〃　

字
成
合
下
六
十
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野　

清
孝

　
　

三
種
町
森
岳
字
西
飛
塚
百
二
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　

小
玉　

金
家

　
　

〃　
　

外
岡
字
逆
川
百
四
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙
𣘺　

政
義

　
　

〃　
　

志
戸
橋
字
藤
木
台
三
十
一
番
地　
　
　
　
　
　
　

袴
田　
　

隆

二　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

八
峰
町
峰
浜
塙
字
豊
後
長
根
百
四
十
番
地　
　
　
　
　
　

水
木　

壽
保

　
　

〃　
　

〃　

石
川
字
石
川
四
百
九
十
八
番
地　
　
　
　
　

米
森　
　

満

　
　

能
代
市
久
喜
沢
字
久
喜
沢
七
十
三
番
地　
　
　
　
　
　
　

大
髙　

昭
春

　
　

〃　
　

槐
字
四
日
市
四
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

齊
藤　

勇
穗

　
　

〃　
　

常
盤
字
町
辺
九
十
二
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　

幸
坂　

幹
雄

　
　

〃　
　

荷
八
田
字
合
ノ
野
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
髙　
　

貢

　
　

〃　
　

朴
瀬
字
家
後
三
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
尾　
　

弘

　
　

〃　
　

落
合
字
中
大
野
台
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田　
　

誠

　
　

〃　
　

磐
字
栗
山
二
十
五
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷　

潤
美

　
　

〃　
　

須
田
字
屋
布
添
八
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田　
　

均

　
　

〃　
　

字
田
子
向
百
十
五
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
塚　

和
雄

　
　

〃　
　

浅
内
字
浜
浅
内
五
十
一
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

平
川　

正
幸

　
　

〃　
　

〃　

字
成
合
下
六
十
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野　

清
孝

　
　

三
種
町
豊
岡
金
田
字
和
田
二
百
二
十
番
地　
　
　
　
　
　

中
田　

義
久

　
　

〃　
　

外
岡
字
逆
川
百
四
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙
𣘺　

政
義

　
　

〃　
　

志
戸
橋
字
藤
木
台
三
十
一
番
地　
　
　
　
　
　
　

袴
田　
　

隆

三　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

八
峰
町
峰
浜
塙
字
塙
七
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤　
　

茂

　
　

能
代
市
坂
形
字
鳥
形
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
栗　

正
春

　
　

〃　
　

字
田
子
向
百
十
五
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
塚　

和
雄

　
　

三
種
町
豊
岡
金
田
字
根
岸
三
百
四
十
三
番
地
二　
　
　
　

山
田　

和
雄

四　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
常
盤
字
小
館
六
十
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤　

鉄
見

　
　

〃　
　

真
壁
地
字
道
添
四
十
四
番
地
三　
　
　
　
　
　
　

清
水　

義
晴

　
　

〃　
　

字
大
内
田
百
二
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
山　

悦
雄

　
　

三
種
町
志
戸
橋
字
羽
立
後
二
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　

石
井　

健
喜

（
原
稿
誤
り
）

平
成
二
十
年
十
一
月
十
八
日
（
第
二
千
三
十
一
号
）
掲
載

秋
田
県
公
告
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動

支
援
室
）
」
は
、
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請

（
地
域
活
動
支
援
室
）
」
の
誤
り

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤


